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 12 月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日 令和５年１２月２１日（木） 

開 催 日 時 午後３時１０分 

開 催 場 所 別館３階大会議室 

出 席 委 員 

教 育 長  江嶋  久典 

委   員   諌本  憲司 

委   員  佐々木 美徳 

職務代理者  木下  靖郎 

委   員  古田 嘉寿美 

委   員  荒川 富士子 

出 席 参 与 

教 育 次 長 髙倉 保徳 

社 会 教 育 課 長 信岡 謙介 

文化財保護課長 吉田 博嗣 

教 育 総 務 課 長 瀬口 英隆 

淡 窓 図 書 館 長 穴井 健生 

 

書 記 教育総務課 総務企画係 主幹(総括) 渡辺 寛幸 

附 議 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第51号 第２次日田市文化振興基本計画（第３期計画）の諮

問について 

報告第25号 令和５年１１月期寄附採納について 

報告第26号 令和６年日田市「２０歳のつどい」について 

報告第27号 日田市立淡窓図書館空調設備の更新について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから１２月定例教育委員会を開催いたします。 

初めに、１１月定例教育委員会の議事録の確認でございます

が、変更はございませんでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

ご了解いただけましたら、本会議終了後に署名をお願いいたし

ます。 

続きまして、教育長の一般報告につきましては、お手元に配付

しております資料により報告とさせていただきます。 

それでは、早速議事に入りたいと思います。 

議案第５１号について説明をお願いします。 

 

 議案第５１号 第２次日田市文化振興基本計画（第３期基本計

画）の諮問についてご説明いたします。 

 議案集は１ページから２ページでございます。 

 本案は、令和２年度に策定いたしました第２次日田市文化振興

基本計画（第２期計画）の計画期間が令和５年度で終了するた

め、日田市文化振興条例第９条に基づき、第３期計画について、

日田市民文化振興会議に諮問を行うものでございます。 

 別冊でお配りしております第３期基本計画案をご覧ください。 

 第３期計画の策定に当たりましては、基本計画に掲げてきた基

本理念、将来像及び施策の方針等については、文化振興条例に基

づき作成したものであるため、第３期基本計画においても踏襲し

ており、変更はございません。 

 今回は、日田市文化振興基本計画の上位計画である第６次日田

市総合計画及び日田市教育行政実施方針が本年度見直しを行って

おり、両計画との整合性を確保しながら策定を行ったこと、各施

策の効果や事業に関する成果の検証及び諸情勢の変化等を踏ま

え、見直しを行ったところでございます。 

 ２ページをご覧ください。 

 計画の期間でございますが、第２次基本計画は第６次日田市総

合計画の期間と合わせ、平成２９年度から令和９年度までの１１

年間としており、今回の第３期計画の計画期間は、令和６年度か

ら令和９年度までの４か年となります。 

 これからの説明は、新旧対照表と合わせてご覧いただきたいと

思います。 

 まず、新旧対照表の本文編をお願いいたします。 

 新旧対照表は、項目ごとに基本計画の該当ページ、修正前と修

正後、修正の理由及び担当課を記載しており、朱書きをしている

部分が変更点となります。 

 主な変更点についてご説明いたします。 
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 基本計画の２ページ、新旧対照表は１ページの３段目、文化の

役割と計画策定の背景については、新型コロナウイルス感染症の

影響を受け、コロナ禍以前の活力を取り戻せるよう継続した支援

が必要である旨を追記いたしました。 

 次に、基本計画の７ページ、新旧対照表では２ページの３段目

です。 

 文化財における現状と課題では、令和３年度から策定を進めて

おります「日田市文化財保存活用地域計画」について、令和６年

度での文化庁認定、令和７年度からの運用予定とする具体的なス

ケジュールに基づいた記載内容としております。 

 新旧対照表の３ページ、基本計画では７ページ及び８ページに

なります。 

 芸術文化における現状と課題について、コロナ禍の影響を記載

するとともに、第６次日田市総合計画及び日田市教育行政実施方

針との整合性を図った記載内容としており、具体的には、パトリ

ア日田を拠点とした文化活動や研修全般にわたり支援を行うとい

う内容といたしました。 

 新旧対照表の４ページ、同じく現状と課題についてですが、中

津江ホールが廃止となり、また、大山文化センターが指定管理か

ら直営に変更となりましたので、一般財団法人日田市公民館運営

事業団の補足説明の文章を削除いたしました。 

 その他、国の法改正や計画の年数経過などによる文言整理を

行ったところでございます。 

 続きまして、具体的な施策及び事業でございます。 

 基本計画案は１４ページから、新旧対照表は施策及び事業編を

ご覧ください。 

 これからの説明につきましては、新旧対照表の施策及び事業編

にてご説明を申し上げたいと思います。 

 新旧対照表は、左から修正前と修正後、その横に修正理由、担

当課を掲載しております。 

 今回の大きな変更点といたしまして、修正前につきましては、

これまで活動指標と合わせて指標の基となる計画名を同じ欄に掲

載しておりましたが、分かりづらいというご意見もありましたこ

とから、指標の基となる計画名の欄を新たに設け、活動指標や活

動実施状況の項目と区分いたしました。 

 青い文字が新たに追加した指標や具体的な計画名等となりま

す。 

 主な変更点につきまして、番号５番、ガランドヤ古墳群の整備

の取組について、ガランドヤ古墳公園の供用を開始したため、取
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組内容を「２号墳保存施設建設に向けた検討」に整理をいたしま

した。 

 番号９番、重要文化財行徳家住宅や重要文化財草野家住宅等の

保存修理の取組では、重要文化財行徳家住宅や重要文化財草野家

住宅等の保存修理が完了したことから、新たに行徳家住宅や長福

寺本堂の防災施設整備の取組に変更いたしました。 

 ２ページの番号１７番は、第６次日田市総合計画や教育行政実

施方針と文言表記を合わせ、また、咸宜園平成門下生之会講座

と、会の正式名称を使った表記としたところです。 

 続いて、３ページの番号２９番につきましては、番号２７番の

取組と合わせて整理を行ったところでございます。 

 ５ページの番号３７番です。パトリア日田における芸術鑑賞友

の会制度の充実につきましては、「市民参加型事業の実施」と

し、市民の創造性を育み、体感できる方向性へと見直しを行いま

した。 

 番号３８番の市民文化振興基金による一流の公演の招聘につい

ては、指定管理者制度の導入により、指定管理者が充実した内容

の招聘活動を実施していることから、基金活用による招聘は平成

２９年度以降実施しておらず、項目から削除するものでございま

す。 

 基金の活用につきましては、番号３９番の芸術鑑賞バスツアー

の中で整理をしております。 

 その他、直近の現状値に合わせた活動指標の見直しや文言の整

理を行ったところでございます。 

 最後に策定スケジュールでございますけれども、本日の教育委

員会定例会におきましてご議決をいただけましたら、教育委員会

から日田市民文化振興会議に計画作成の諮問を行います。 

 その後、来年２月上旬から３０日間のパブリックコメントを実

施する予定としており、パブリックコメント終了後、日田市民文

化振興会議において再度基本計画案の審議を行います。 

 その後、教育委員会に対して答申をいただき、最終的に教育委

員会において基本計画の審議をお願いする予定でございます。 

 以上でございます。 

 

 ただいま説明のありました議案第５１号につきまして、ご質疑

等ございませんでしょうか。 

 

 新旧対照表の施策及び事業編の５ページ、３７番についてお尋

ねです。 
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 パトリアを拠点に文化度を上げていきたいというお話だと思う

のですけれど、会員数が現在約６００人、６万人で割ると約１％

の会員数です。それについて、市民の方に会員になりませんかと

いう働きかけなど、文化度を上げていくためにはファンを増やす

ことがとても大事だと思うのですが、何かお考えでしょうか。 

 

 パトリア日田の芸術鑑賞友の会制度につきましては、継続して

いく予定でございます。 

 友の会に加入すると割引が受けられたりしますので、いろんな

コンサートや催しの際には、ぜひ友の会に加入してみませんかと

いうＰＲも行っております。 

 また、ニュースレター等でも友の会のＰＲを行っているところ

でございます。 

 

 継続していくということですが、よろしいですか。 

 

 もっと宣伝などを工夫して、会員を広げてほしいです。 

 

 その他、ございませんでしょうか。 

 それでは、議案第５１号につきましては、荒川委員からご意見

のあった点も含めて原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第５１号 第２次日田市文化振興基本計画（第

３期計画）の諮問については原案のとおり可決されました。 

 続いて、報告事項について説明をお願いします。 

 まず、報告第２５号についてお願いします。 

 

 議案集の３ページをお願いいたします。 

 報告第２５号 令和５年１１月期寄附採納についてでございま

す。 

 地区寄附の採納が１団体、１件でございまして、大明小中学校

育友会様から大明小中学校へ、冷水機１台１６万９,４００円相

当をご寄附いただいております。 

 以前、育友会の寄附により設置いたしました既存の冷水機が老

朽化し、使用できなくなったため、熱中症や脱水症予防のため、

新たに寄附していただいたものでございます。 

 次に、一般寄附の採納が１団体、１件でございまして、一般財

団法人井上家文化教育振興会様から、教職員研修費助成金とし

て、５０万円のご寄附をいただいております。 
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 井上家文化教育振興会様からは、昭和３９年から継続してご寄

附をいただいているところでございます。 

 １１月につきましては、以上２件、金額が５０万円、物品相当

額が１６万９,４００円で、合計６６万９,４００円のご寄附をい

ただいております。 

 報告第２５号につきましては、以上でございます。 

 

次に、報告第２６号についてお願いします。 

 

 令和６年日田市「２０歳のつどい」についてご説明いたしま

す。 

 議案集の４ページをご覧ください。 

 本市では、令和５年から式典名称を「成人式」から「２０歳の

つどい」に改め、市及び教育委員会と「２０歳のつどい」実行委

員会の主催により開催しております。 

 式典は、令和６年１月７日日曜日、午前１０時から受付を開始

し、午前１１時から約１時間程度を予定しています。 

 場所は、日田市民文化会館パトリア日田でございます。 

 対象者は、平成１５年４月２日から平成１６年４月１日生まれ

の方となります。 

 式典については、２部構成としており、第１部では式辞、来賓

挨拶、二十歳の決意発表等を実施いたします。 

 第２部では、実行委員会による企画運営で、日田林工高等学校

吹奏楽部の演奏、地区代表の方への記念品贈呈や恩師によるビデ

オメッセージなどの上映を企画しております。 

 ５ページをご覧ください。 

 現時点での出席予定者は、４９８名の住民基本台帳登載者と市

外在住の参加希望者を随時受付しておりまして、６００名程度を

予定しております。 

 実行委員には、今回６名の申込みがございまして、これまで

「２０歳のつどい」のサブテーマや記念品、第２部の内容等を企

画しております。 

 式典のサブテーマは、「If you hit a wall,break it down!」

２０歳という大きな節目になり、これから大きな壁にぶち当た

り、諦めそうになっても、一歩踏み出して壁を壊して成長してい

こうという意味を込めて、実行委員にて選考されたものでござい

ます。 

 記念品には、川開き観光祭の花火をグラフィックデザインし、

印刷した名刺入れを予定しているところでございます。 
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 ６ページをご覧ください。 

 今回は、コロナ禍で行っておりましたような入場制限は行いま

せん。保護者の方については小ホールを開放し、当日、Ｈｉｔａ 

Ｔｕｂｅの映像にて式典の様子をご覧いただきます。 

 また、当日会場に来られない方についてもＨｉｔａ Ｔｕｂｅ

によるネット配信を行いますので、スマートフォンやパソコンに

てご覧いただくことができます。 

 最後に、実行委員会より記念品をお渡しする各地区からの代表

者の方々の名簿を掲載しているところでございます。 

 教育委員の皆様におかれましても、１階ロビーのエレベーター

前にて受付を行っております。 

 会場は、大ホールの２階をご案内させていただきたいと思いま

すので、ぜひ２０歳の方の希望に満ちた門出を祝福いただければ

と考えております。 

 

 最後に、報告第２７号についてお願いします。 

 

 議案集の７ページ、報告第２７号 日田市立淡窓図書館空調設

備の更新についてでございます。 

 従来の図書館の空調設備（灯油燃料、ダクト方式）の老朽化が

著しいため、１の目的に記載しております利用者の安全性の確保

と利便性の向上を図るため、改修を行い、空冷式の電気エアコン

に更新したものでございます。 

 ２の施工概要ですが、工事概要は空調エアコン（床置型・天井

吊型）の設置及び電気設備改修工事で、１階に床置型を７台、天

井吊型を４台、２階に天井吊型３台の合計１４台を設置してお

り、工期は令和５年６月２日着工、１０月２６日竣工で、工事費

は１,３１４万５,０００円、施工業者は株式会社水明でございま

す。 

 ３の使用開始日につきましては、令和５年１０月２７日でござ

います。 

 ８ページ及び９ページに施工図面を載せております。 

 建物の色が少し薄くて申し訳ございませんが、８ページが１階

の図面、９ページが２階の図面となります。 

 このうち、青い四角の箇所が床置型のエアコン、赤い四角が天

井吊型となっております。 

 １階については、書架、本棚のある部分、それから児童コー

ナーなどについては床置型としており、しらべものコーナーや新

聞・雑誌を読むコーナーなど、机や椅子を使用する場所について
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は、当初予定しておりました床置型を天井吊型に変更したところ

でございます。 

 最後に１０ページでございますが、完了後の写真を掲載してお

ります。 

 報告第２７号につきましては、以上でございます。 

 

 一括して説明を行いました。 

 ただいまの報告につきまして、何かご質疑はございませんで

しょうか。 

 

 淡窓図書館は、今まで電気エアコンではなかったのですか。 

 

 今まではダクト方式といって、市役所の本庁も同じ方式なので

すが、灯油燃料を使用し、冷房については水で冷やすという形で

建物の中をダクトが通っており、集中管理で個別の調整が効かな

い方式の設備でございました。 

 

 その他、いかがでしょうか。 

 それでは、報告につきましては以上となります。 

 その他についてお願いします。 

 

 次回の定例教育委員会の日程についてでございます。 

 １月期の定例教育委員会の日程につきましては、１月２５日木

曜日１３時３０分から勉強会、１５時から定例教育委員会でお願

いしたいと思います。 

 

 １月期定例教育委員会の日程は、ただいまの説明のとおり、１

月２５日木曜日ということでございますが、よろしいでしょう

か。 

 それではそのようにお願いいたします。 

 その他、何かございませんでしょうか。 

 

 封書で「２０歳のつどい」のご案内が来たのですが、今までは

コロナ禍であったので、出席は要りませんということでした。 

 コロナ禍以降の「２０歳のつどい」については、教育委員は全

員出席しなければいけないものなのでしょうか。 

 

 昨年度まではコロナ禍ということで、来賓の方などについては

ある程度制限を設けさせていただきましたけれども、今年度は従
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来どおり全員の方にご案内をさせていただいております。 

 当日どうしても都合のつかない方については、強制ではござい

ませんので、それぞれご判断いただければと思っております。 

 

 ご都合がつけば、ぜひご出席くださいということですね。 

 その他、よろしいでしょうか。 

 では、その他ご意見がないようでしたら、以上で１２月定例教

育委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

 

終了時刻：午後３時３５分 

 

 


